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更新申請について
介護保険法の規定により、指定（開設許可）の更新を受けなければ指定（開設許可）の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。なお、有効期間は指定（開設許可）日から６年を経過する日までとなります。
また、本体施設開設許可時において、みなし指定された（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所療養介護については、本体施設の許可の更新をもって指定の更新があったものとみなします。

１　更新制度の対象となる事業所及び介護保険施設
指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院（以下、指定居宅サービス事業者等という。）
※介護保険法第７１条、第７２条、第１１５条の１１及び介護保険法施行法第４条の規定により、指定があったものとみなされた事業所を除きます。

２　手数料について
介護保険事業者の「新規・更新」の指定（許可）申請に係る審査手数料の納付について、こちら（https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022113/1032328/1014047.html）をご確認ください。

３　手続き方法
吹田市から更新についての案内文書を順次送付します。案内に記載されている申請期日までに、必要書類を作成し、原則電子申請にて提出してください。なお、システムでの入力が難しい場合は、郵送で送付してください。

※電子申請・届出システムの利用には、GビズID（プライム又はメンバー）を取得する必要があります。GビズIDの取得方法等については、こちら（https://gbiz-id.go.jp/top/）を御確認ください











　次のページへ続く
４　更新に必要な書類
サービスの異なる事業所（施設）の更新を行う場合、申請書類はサービスごとに提出が必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスの更新申請を同時に行うときは、書類は1部で結構です。
※指定（開設許可）日が異なる場合は、それぞれの指定（開設許可）日ごとに作成してください。
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〇　様式
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022113/1032343/index.html

５　指定(許可)更新に伴う関係法令
介護保険法第70条の２、第86条の２、第94条の２、第108条及び第115条の11
介護保険法等による基準を満たすことのほか、建築基準法、都市計画法、消防法、その他、事業を行うについて遵守すべき関係法令、条例等に適合していることが前提となります。
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